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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　複数の設定値のうちいずれかの設定値に設定可能な設定手段と、
　設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能
な遊技制御手段と、
　電力供給の開始に伴い前記設定手段による設定値の変更を許可する変更許可状態に制御
可能な設定制御手段と、
　演出を実行可能な演出手段と、
　電力供給が開始された後、確認演出条件の成立にもとづいて前記演出手段による確認演
出の制御を実行可能な確認制御手段とを備え、
　前記確認制御手段は、
　電力供給が開始されたが前記変更許可状態に制御されないときには、前記確認演出条件
の成立に応じて前記確認演出の制御を実行可能であり、
　前記電力供給が開始されるとともに前記変更許可状態に制御されたときには、前記確認
演出の制御を実行しない、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定に変更可能な遊技機がある（例えば特許文
献１参照）。また、確認音を出力させる制御を行う遊技機がある（例えば特許文献２参照
）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２００９０２号公報
【特許文献２】特開２０１６－２２０８３３号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　特許文献１や特許文献２に記載の技術では、設定の変更と確認用の演出が競合する場合
について、考慮されていなかった。そのため、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設
定値に変更する作業に支障が生じるおそれがあった。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　この発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、設定値の変更作業に支障が生じ
ることを防止できる遊技機を提供することを目的とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　（１）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、
　遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当り遊技状態など）に制御可能
な遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であって、
　複数の設定値のうちいずれかの設定値（例えば設定値１～３のいずれかなど）に設定可
能な設定手段（例えばステップＳａ１３の設定変更処理を実行するＣＰＵ１０３など）と
、
　設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能
な遊技制御手段（例えばステップＳ２５の特別図柄プロセス処理を実行するＣＰＵ１０３
など）と、
　電力供給の開始に伴い前記設定手段による設定値の変更を許可する変更許可状態に制御
可能な設定制御手段（例えばステップＳａ６およびステップＳａ１２の処理を実行するＣ
ＰＵ１０３など）と、
　演出を実行可能な演出手段（例えば演出表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒなど）と、
　電力供給が開始された後、確認演出条件の成立にもとづいて前記演出手段による確認演
出の制御を実行可能な確認制御手段（例えばステップ７４ＡＫＳ０１８の確認演出制御処
理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）とを備え、
　前記確認制御手段は、
　電力供給が開始されたが前記変更許可状態に制御されないときには、前記確認演出条件
の成立に応じて前記確認演出の制御を実行可能であり（例えばステップＡＫＳ０２１、Ａ
ＫＳ０３０を実行した後におけるステップ７４ＡＫＳ０１８の実行など）、
　前記電力供給が開始されるとともに前記変更許可状態に制御されたときには、前記確認
演出の制御を実行しない（例えばステップＡＫＳ０２５～ＡＫＳ０２９の実行など）。
　このような構成によれば、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（２）上記（１）の遊技機において、
　前記確認制御手段は、前記変更許可状態が終了してから、前記確認演出条件の成立に応
じて前記確認演出の制御を実行可能である（例えばステップＡＫＳ０２５～ＡＫＳ０３０
を実行した後におけるステップ７４ＡＫＳ０１８の実行など）ようにしてもよい。
　このような構成によれば、確認演出を適切に実行して、設定値の変更作業に支障が生じ
ることを防止できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　（３）上記（１）または（２）の遊技機において、
　遊技者による動作を検出可能な遊技用検出手段（例えばプッシュボタン３１Ｂ、プッシ
ュセンサ３５Ｂなど）を備え 、
　前記確認演出条件は、確認受付期間であるときに前記遊技用検出手段による動作の検出
にもとづいて成立する（例えばステップ７４ＡＫＳ０３６の実行など）ようにしてもよい
。
　このような構成によれば、確認演出を適切に実行して、設定値の変更作業に支障が生じ
ることを防止できる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（４）上記（１）から（３）のいずれかの遊技機において、
　前記確認制御手段は、電力供給が開始されたが前記変更許可状態に制御されずに初期化
が行われた場合に、前記変更許可状態が終了した場合と共通の確認受付期間における前記
確認演出条件の成立に応じて前記確認演出の制御を実行可能である（例えばステップ７４
ＡＫＳ０３３、７４ＡＫＳ０３６の実行など）ようにしてもよい。
　このような構成によれば、確認演出の実行を共通化して、設定値の変更作業に支障が生
じることを防止できる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　（５）上記（１）から（４）のいずれかの遊技機において、
　演出音を出力可能な音出力手段（例えばスピーカ８Ｌ、８Ｒなど）を備え、
　前記確認演出は、前記音出力手段による確認用の音声の出力を含んでもよい（例えば第
１確認演出制御データ７４ＡＫＤ０１、第２確認演出制御データ７４ＡＫＤ０２を用いた
ステップ７４ＡＫＳ０４７の実行など）。
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　このような構成によれば、確認演出を適切に実行して、設定値の変更作業に支障が生じ
ることを防止できる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（６）上記（１）から（５）のいずれかの遊技機において、
　設定に関する動作を検出可能な設定用検出手段（例えば錠スイッチ５１など）と、
　遊技機の初期化に関する動作を検出可能な初期化用検出手段（例えばクリアスイッチＡ
Ｋ００１など）と、
　電力供給が開始されるとともに前記設定用検出手段による動作の検出にもとづいて設定
確認状態に制御可能な設定確認制御手段と（例えばステップＡＫＳ００１、ＡＫＳ００２
を実行するＣＰＵ１０３など）、
　電力供給が開始されるとともに前記初期化用検出手段による動作の検出にもとづいて前
記変更許可状態に制御可能な変更許可制御手段（例えばステップＳａ６、Ｓａ１３を実行
するＣＰＵ１０３など）とを備えてもよい。
　このような構成においては、設定確認状態と変更許可状態に適切に制御して、設定値の
適切な設定が可能になる。
　設定に関する動作を検出可能な設定用検出手段（例えば錠スイッチ５１など）と、
　初期化に関する動作を検出可能な初期化用検出手段（例えばクリアスイッチＡＫ００１
など）と、
　電力供給が開始されたが前記設定用検出手段により動作が検出されず前記初期化用検出
手段により動作が検出された場合に、該電力供給が開始されるとともに初期化報知を実行
する一方、電力供給が開始されるとともに前記設定用検出手段により動作が検出された場
合に、該動作が検出されなくなってから初期化報知を実行する初期化報知手段（例えばス
テップＡＫＳ０１２の電源投入時コマンド処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）
とを備えてもよい。
　このような構成においては、初期化報知を適切に実行して、設定値の適切な設定が可能
になる。
　遊技媒体が所定領域に進入することにもとづいて付与される遊技価値に関する情報を表
示可能な情報表示手段（例えば表示モニタ２９など）を備え、
　前記情報表示手段は、前記設定手段にて設定されている設定値を表示可能であってもよ
い（例えば第１表示部２９Ａによる表示など）。
　このような構成においては、設定値を表示するための構成を別個に設けることなく、設
定値の適切な設定が可能になる。
　演出の出力量に関する動作を検出可能な演出用検出手段（例えば出力量切替スイッチ７
１ＡＫ００１など）と、
　前記設定手段による設定値に関する表示を、演出の出力量に関する表示よりも優先して
表示する表示制御手段（例えばステップＡＫＳ０２６を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０
など）を備えてもよい。
　このような構成においては、設定値に関する表示が適切に行われ、設定値の変更作業に
支障が生じることを防止できる。
　遊技制御手段からの情報に基づいて演出の実行を制御する演出制御手段（例えばＡＫＳ
０１５のコマンド解析処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）を備え、
　前記演出制御手段は、前記変更許可状態であるときに、該変更許可状態の終了を通知す
る通知情報とは異なる情報にもとづく制御を制限する情報制限手段（例えばＡＫＳ０２７
を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）を含んでもよい。
　このような構成においては、不具合の発生を防止して、設定値の適切な設定が可能にな
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る。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　（７）あるいは、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（例えば
パチンコ遊技機１）であって、
　前記有利状態に制御されることを示唆する示唆演出（例えばリーチ演出）を実行可能な
示唆演出実行手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　前記示唆演出に対応したタイトルを報知可能なタイトル報知手段（例えば演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０）と、を備え、
　前記タイトル報知手段は、前記示唆演出の開始から所定期間経過したときに当該示唆演
出に対応したタイトルを報知可能（例えば図９（Ｄ）、（Ｆ））であってもよい。
　このような構成によれば、演出効果を高めることができる。
　前記示唆演出実行手段は、複数種類の前記示唆演出を実行可能であって、
　複数種類の前記示唆演出において、前記所定期間内の演出の少なくとも一部は共通の態
様で実行可能であるようにしてもよい（例えば図９（Ｃ））。
　このような構成によれば、いずれの示唆演出が実行されるかに注目させることができ、
興趣が向上する。
　前記示唆演出実行中の複数の実行タイミングにおいて、前記有利状態に制御されること
を示唆する特定演出（例えば発展演出や予告演出）を実行可能であり、
　前記所定期間中には前記特定演出の実行タイミングが設けられないようにしてもよい。
　このような構成によれば、タイトルの報知後でも遊技者の期待感を維持することができ
る。
　前記示唆演出実行手段は、前記示唆演出として少なくとも第１示唆演出（例えばスーパ
ーリーチＡやスーパーリーチＢのリーチ演出）と第２示唆演出（例えばスーパーリーチＤ
やスーパーリーチＥのリーチ演出）とを実行可能であり、
　前記タイトル報知手段は、前記第２示唆演出では、当該第２示唆演出の開始時から当該
第２示唆演出に対応したタイトルを報知するようにしてもよい。
　このような構成によれば、示唆演出に応じたタイトルの報知を実行できるので演出効果
が向上する。
　前記第２示唆演出が実行された場合よりも前記第１示唆演出が実行された場合の方が前
記有利状態に制御される割合が高いようにしてもよい。
　このような構成によれば、演出効果が向上する。
　前記示唆演出実行手段は、前記所定期間において報知されるタイトルに関連する演出態
様で前記示唆演出を実行可能であるようにしてもよい。
　このような構成によれば、演出効果が向上する。
　遊技者の動作を検出可能な検出手段（例えばスティックコントローラ３１Ａやプッシュ
ボタン３１Ｂ）と、
　前記検出手段に対応した特定表示（例えば小ボタン画像３１ＡＫ０４３、大ボタン画像
３１ＡＫ０４７、スティック画像３１ＡＫ０５１）を行う特定表示実行手段（例えば演出
制御用ＣＰＵ１２０）と、をさらに備え、
　前記特定表示実行手段は、
　前記特定表示として、第１特定表示（例えば小ボタン画像３１ＡＫ０４３）と、前記第
１特定表示よりも遊技者にとって有利度が高い第２特定表示（例えば、大ボタン画像３１
ＡＫ０４７、スティック画像３１ＡＫ０５１）を表示可能であり、
　前記検出手段による検出の非有効期間において、前記第１特定表示を表示した後に当該
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第１特定表示を前記第２特定表示に変化させ（例えば図１７（Ｅ）、図１８（Ｉ））、
　前記検出手段による検出の有効期間において、変化後の前記第２特定表示を用いた動作
演出が実行されるようにしてもよい（例えば図１８（Ｊ）、（Ｋ））。
　このような構成によれば、演出効果が向上する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　（８）上記（７）の遊技機において、
　前記有利状態への制御の期待度を示唆する示唆表示として、表示サイズが第１サイズで
ある第１示唆表示（図１９（ａ）に示すシャッター演出時に表示する第１サイズのシャッ
ター画像３１ＡＫ０６１による表示等）と、表示サイズが第２サイズである第２示唆表示
（図１９（ｄ）に示すリーチタイトル演出時に表示する第２サイズのリーチタイトル画像
３１ＡＫ０６２等）とを表示可能な表示手段（例えば画像表示装置５、演出制御用ＣＰＵ
１２０）をさらに備え、
　前記表示手段は、
　態様の異なる複数種類の要素（図１９（ａ）、（ｄ）に示す要素Ｅ１（バナナ）、要
素Ｅ２（メロン）、要素Ｅ３（リンゴ）、要素Ｅ４（スイカ）、要素Ｅ５（イチゴ）等）
を含んで構成された特定画像（図１９（ａ）、（ｄ）に示すフルーツ柄等）を表示可能で
あり、
　前記特定画像を含むパターンにて前記第１示唆表示および前記第２示唆表示のいずれを
表示するときにも、複数種類の要素が前記第１示唆表示および前記第２示唆表示のいずれ
にも含まれるように表示する（図１９（ａ）、（ｄ）に示すシャッター画像３１ＡＫ０６
１、リーチタイトル画像３１ＡＫ０６２のいずれにも要素Ｅ１～Ｅ５が含まれるように表
示する等）ようにしてもよい。
　このような構成によれば、示唆表示の表示サイズに関わらず特定画像を好適に表示する
ことができる。これにより、特定画像が表示されたことを正確に伝えることができる。
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